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消費税及び地方消費税の
申告書（簡易課税用）の書き方

税 務 署

○　この「書き方」では、「消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）第一表」及び「消

費税及び地方消費税の申告書第二表」と、これに添付する次の付表について、法人向けに

一般的な事項を説明します。

・�　付表4-3　�税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表�

（R1.10.1以後終了課税期間用）

・　付表5-3　控除対象仕入税額等の計算表（R1.10.1以後終了課税期間用）

○　この「書き方」は、簡易課税制度を適用して消費税及び地方消費税の確定申告書又は仮

決算による中間申告書を作成する際にご利用ください。

※�　簡易課税制度を選択していない法人又は簡易課税制度を選択していても基準期間（前々

事業年度）の課税売上高が5,000万円を超える法人は簡易課税制度を適用して申告を行

うことはできませんので、「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（一般用）の書き方」

をご利用ください。

○　お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。

※�　税務署では、納税者の方からの税に関する一般的な相談を、各国税局及び国税事務所

が設置する「電話相談センター」で集中的に受け付けています。税務署におかけになっ

た電話は、全て自動音声により案内していますので、用件に応じて番号を選択してくだ

さい。

○　国税庁ホームページでは消費税に関する法令解釈通達、質疑応答事例、消費税法の改正

に関する各種パンフレットなどを掲載しています。また、申告や届出に際し必要な様式を

ダウンロードすることもできますので是非ご利用ください（国税庁ホームページアドレスは

https://www.nta.go.jp）。

〈令和４年４月作成〉

法人用
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《申告書の作成手順》

申告書の作成は、次の手順で行います。

課税標準額及び
消費税額の計算 ⇨ 控除対象仕入

税額等の計算 ⇨ 納付（還付）
税額の計算 ⇨ 「納税地」欄等及び

「付記事項」欄等の記載

　　消費税の税率の引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施され、消費税の税率は標準税率と軽減
税率の複数税率となりました。

　　この「書き方」は、申告に係る課税期間に標準税率7.8%又は軽減税率6.24%が適用された取引のみ
を行った（付表4-3を用いて計算する）場合について説明しています。
　旧税率（3%、4%又は6.3%）が適用された取引がある場合は、地方消費税額の計算方法が異なるた
め、付表4-1を用いて計算します。
　この場合の申告書の作成手順については、パンフレット「法人用　消費税及び地方消費税の申告書
（簡易課税用）の書き方（令和２年４月）」を参考にしてください。
　パンフレットや使用する付表は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている事業者の方へ
○　新型コロナウイルス感染症等の影響により期限までに申告・納付ができないと認められるやむを得
ない理由がある場合には、個別指定による期限延長が認められます。
　その他、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う税法上の取扱いについては、国税庁ホームペー
ジ「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取
扱いに関するＦＡＱ」をご覧ください。

○　新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、事業者の方が国や地方公共団体から支給を受ける助成
金や給付金については、一般的に、資産の譲渡や役務の提供等を行うことの反対給付として受けるも
のではないことから、消費税の課税対象とはなりません（消費税不課税）。
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消費税の税率と軽減税率制度
○　消費税率等

区分 標準税率 軽減税率

消 費 税 率 ７．８％ ６．２４％

地方消費税率 ２．２％
（消費税額の22/78）

１．７６％
（消費税額の22/78）

合　　　　計 １０．０％ ８．０％

（注）　　� 消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を税率ごとに区分経理した帳簿等に基づき作
成する必要があります。

○　軽減税率の適用対象
　軽減税率は、次の①及び②の品目の譲渡を対象としています。
①　酒類・外食を除く飲食料品、②　週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

○　帳簿及び請求書等の記載と保存（令和元年10月１日～令和５年９月30日）
　軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ（経費）がある事業者の方は、区分記載請求書等の交付や
記帳などの経理（区分経理）を行う必要があります。
　課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記
載請求書等の保存が必要です（区分記載請求書等保存方式）。
※�　簡易課税制度を選択している場合、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、区
分記載請求書等の請求書等の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。

《帳簿と区分記載請求書等の記載事項》

帳簿の記載事項 区分記載請求書等の記載事項

①　課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②　取引年月日
③　取引内容
　　（軽減税率の対象品目である旨）
④　対価の額

①　請求書発行者の氏名又は名称
②　取引年月日
③　取引内容
　　（軽減税率の対象品目である旨）
④　税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤　請求書受領者の氏名又は名称※

※　不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店
業、タクシー業等に係る取引については、記載を省略で
きます。

（注１）�　３万円未満の少額な取引や請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

（注２）�　仕入先から交付された請求書等に、「③」の「軽減税率の対象品目である旨」や「④税率ごとに区分して
合計した税込対価の額」の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取
引の事実に基づき追記することができます。

　令和５年10月１日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」（イ
ンボイス制度）が実施されます。インボイス制度の下では、区分記載請求書等に代えて「適格請求書」（イ
ンボイス）等と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。
　詳しくは、７ページをご覧ください。
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○　中小事業者の税額計算の特例　

　軽減税率制度が実施された令和元年10月１日から令和５年９月30日までの期間（適用対象期間）に

おいて、売上げを適用税率ごとに区分することが困難な中小事業者（基準期間（前々事業年度）にお

ける課税売上高（免税売上高を含みます。）が5,000万円以下の事業者をいいます。）で、簡易課税制

度を適用する者に対しては、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして、売上税額を計算する

ことができる特例が設けられています。

　�　具体的には、課税売上げ（税込み）に、通常の連続する10営業日の課税売上げ（税込み）に占め

る同期間の軽減税率の対象となる課税売上げ（税込み）の割合（軽減売上割合）を掛けて、軽減税

率の対象となる課税売上げ（税込み）を算出し、売上税額を計算できます。

　※�　通常の連続する10営業日とは、当該特例の適用を受けようとする期間内の通常の事業を行う連

続する10営業日であれば、いつかは問いません。

　→�　第５－⑴号様式「課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合（ 10営業日）を使用す

る課税期間用〕」を作成する必要があります。

　【上記の割合の計算が困難な場合】

　�　軽減売上割合の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者

は、これらの割合を50/100とすることができます。

　※�　主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者とは、適用対象期間中の課税売上げのうち、軽減

税率の対象となる課税売上げの占める割合がおおむね50％以上である事業者をいいます。

　その他、軽減税率制度に関して詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ内の「消費税の

軽減税率制度について」をご覧ください。
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　作成した申告書は、提出期限内に納税地を所轄する税務署に提出してください。

�　ただし、この申告に係る課税期間の基準期間（前々事業年度）における課税売上高（免税売上高

を含みます。）が1,000万円（年換算額）以下の法人は免税事業者に該当しますので、確定申告書を

提出する必要はありません。

※�　基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間（その事業年度の前事業年

度開始の日以後６か月の期間）における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者とな

りますので、確定申告書を提出する必要があります。

�　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によ

り判定することもできます。

※�　基準期間において免税事業者であった場合は、基準期間における課税売上高には消費税が含ま

れていませんので、その基準期間における課税売上高の計算時には税抜きの処理を行う必要はあ

りません。

�　基準期間がない法人でその事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法

人及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出している法人は課税事業者となりますので、確定申

告書を提出する必要があります。

�　また、基準期間がない法人でその事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万

円未満の法人（以下「新規設立法人」といいます。）のうち、次の①、②のいずれにも該当するものは、

課税事業者となりますので、確定申告書を提出する必要があります。

①�　その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50％

超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場

合（特定要件）に該当すること。

②�　上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特

殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当す

る期間における課税売上高が５億円を超えていること。

　申告による納付税額は、申告書の提出期限までに納付してください。

　なお、税務署から送付された申告書に中間納付税額及び中間納付譲渡割額が印字されている場合

でも、その全部又は一部が納付されていないときは、速やかに納付してください。

　また、納期限（申告書の提出期限）までに納付されていない場合には延滞税が課されます。
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〇　法人に係る消費税の申告期限の特例について
　「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提
出した場合には、その提出をした日の属する事業年度※１以後の各事業年度終了の日の属する課税
期間に係る消費税の確定申告の期限が１月延長されます。
　また、「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける通算法人（旧連結親法人）又はその通
算子法人（旧連結子法人）が「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合にも、その提出をし
た日の属する事業年度（その事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその事業年
度を含みます。）以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間※２に係る消費税の確定申告の期
限が１月延長されます。
　※１�　令和４年４月１日以後に開始する事業年度については、通算法人の場合のその提出をした日

が事業年度終了の日の翌日から45日以内である場合のその事業年度を含みます。
　※２�　令和４年４月１日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間に限ります。

　（注）��� この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費
税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することとなります。

○　e-Taxの義務化について
　令和２年４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）から、一定の法人が行う法人税等及び消
費税等の申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表4-3　税率別消費税額計算表　兼　�
地方消費税の課税標準となる消費税額計算表」など）を含めて、e-Taxにより提出することが義務
付けられています。
　また、令和４年４月１日以後に開始する事業年度等から通算法人の法人税等の確定申告書等に
ついてもe-Taxによる提出が義務化されました。
　１　対象税目・手続は？
　　　法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書等の提出
　２　e-Tax義務化対象法人とは？

法人税等
内国法人のうち、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人、
通算法人（グループ通算制度の適用を受けた通算親法人及び通算子法人）、相互会社、投資法人
及び特定目的会社

消費税等
上記に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）
なお、通算法人は、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法
人のみとなります。

○　e-Taxの利用について
　e-Tax（国税電子申告・納税システム）は、オフィス、税理士事務所からインターネットを利用
して、法人税や消費税等の申告・納付ができます。
　なお、税理士等が納税者の依頼を受けてe-Taxにより申告書等を送信する場合には、納税者本人
の電子署名の付与及び電子証明書の添付は必要ありません。e-Taxの義務化となる法人以外の方も
e-Taxをぜひご利用ください。

詳しくは、e-Tax�ホームページ�https://www.e-tax.nta.go.jp�をご覧ください。



7

適格請求書等保存方式（インボイス制度）に係る登録申請手続
　令和5年10月1日に、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方
式（インボイス制度）が開始されます。
　インボイス制度の下では、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、「適格請求書
発行事業者」が交付する「適格請求書」（インボイス）等の保存が必要となります。
　売手がインボイスを交付するためには、所轄税務署長から「適格請求書発行事業者」の登録を受け
ることが必要です。
　税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などが通知され、「国税庁適格請求書発行
事業者公表サイト」において事業者の情報（名称、登録番号、登録年月日及び本店所在地又は主たる
事務所の所在地等）が公表されます。

【登録に当たっての留意事項】
・登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
・課税事業者であっても、自動的に登録されるわけではなく、登録申請手続が必要です。
・�令和５年10月1日の制度開始からインボイスを交付するためには、原則として、令和５年３月31
日までに登録申請手続を行う必要があります。

【制度開始までのスケジュール】 令和 5年 10 月 1日から登録を受けるためには、
原則として令和 5 年 3 月 31 日までに登録申請手続
を行う必要があります。

登録申請書の
受付開始

適格請求書等
保存方式の開始

令和 3年 10 月 1日 令和 5年 3月 31日 令和 5年 10月 1日



8

インボイス制度の概要
　インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
　インボイス制度の下では、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、「適格請求書
発行事業者」が交付するインボイス等の保存が必要となります。
　売手がインボイスを交付するためには、所轄税務署長から「適格請求書発行事業者」の登録を受け
ることが必要です。
■　適格請求書発行事業者の登録を受けた場合《売手としての留意点》
・�軽減税率対象取引の有無にかかわらず、買手である課税事業者から求められた場合には、インボ
イスを交付し、その写しを保存しなければなりません。
・�基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申
告が必要です。
・�インボイス制度に対応するためには、現在使用している請求書等の様式の改定や、取引先への登
録番号の通知など、事業実態に応じて準備を行う必要があります。

■　仕入税額控除の要件《買手としての留意点》
・�仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、一定の事項を記載した帳簿及びインボイス
等の保存が必要です。
※　帳簿の記載事項については、現行の区分記載請求書等保存方式と同様です。
※�　簡易課税制度を選択している場合、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、インボイス等
の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。

・�免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として
仕入税額控除の適用を受けることはできません。
※�　ただし、一定期間は、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる経過措
置が設けられています。

■　インボイスとは
　インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的
には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額
等」が追加されたものをいいます。

　上記専用ダイヤルのほか、最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「３」を押してい
ただいてもつながります（インボイス制度及び軽減税率制度以外の国税に関する一般的なご相談は「１」
になります。）。税務署の連絡先は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご案内しています。
　税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のあ
る相談）を希望される方は、最寄りの税務署への電話（ガイダンスに沿って「２」を押してください。）
により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
�
〇�　インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ� �
（https://www.nta.go.jp）の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

特設サイトへ➡

■　インボイス制度に関するお問い合わせ先
　インボイス制度に関するご相談は、以下で受け付けております。
　消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

※　インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的なご質問に対応しています。

【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）（無料）専用ダイヤル 0120-205-553

※�　不特定多数の方に対して販売等を行う、小売業、飲食店業、タク
シー業等に係る取引については、記載事項を簡略化した「適格簡易
請求書」（簡易インボイス）を交付することができます。

【記載事項】
①�　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④�　税率ごとに区分して合計した対価の額� �
（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤　税率ごとに区分した消費税額等
⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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Ⅰ 課税売上げ等の金額の区分

　課税期間中の売上高を、課税売上高、免税売上高及び非課税売上高に区分して集計します。

　なお、これらの売上高ごとの売上対価の返還等の金額（返品を受け、又は値引き・割戻しをした金額）

も同様に区分して集計します。

　次に、課税売上高を第一種事業から第六種事業の種類ごとに区分します。

　また、消費税及び地方消費税の税率は、標準税率（消費税率7.8％、地方消費税率2.2％）と軽減税率（消

費税率6.24％、地方消費税率1.76％）の複数税率であるため、事業の種類別の課税売上高を取引に適用さ

れる税率ごとに区分する必要があります。

簡易課税制度の事業区分について
１�　簡易課税制度では、事業区分によって、みなし仕入率が異なりますから、控除対象仕入税額を計
算するためには、課税売上げを、第一種事業から第六種事業のいずれの事業に該当するかを区分し
ておく必要があります。なお、事業区分は、取引（課税資産の譲渡等）ごとに行います。
２　第一種事業から第六種事業の具体的な区分方法としては次のような方法があります。
⑴　帳簿に事業の種類を記帳し、事業の種類ごとに課税売上高を計算する方法
⑵�　納品書、請求書、売上伝票、レジペーパーなどに事業の種類が分かるように売上げ内容を記載
（客観的に区分できる程度の記号や番号の記載でも差し支えありません。）しておき、事業の種類
ごとに課税売上高を計算する方法
⑶�　いくつかの事業場を持っていて、それぞれ１種類の事業だけを行っている場合、それぞれの事
業場ごとの課税売上高を基礎として、事業の種類ごとに課税売上高を計算する方法

３�　事業区分をしていない場合、その区分していない課税売上げについては、区分していない事業の
うち、みなし仕入率が最も低い事業に係る課税売上げとして計算することとなります。
４�　簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率については、パンフレット「消費税のあらまし」をご参
照ください。
　なお、パンフレット「消費税のあらまし」は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に
掲載しています。
　また、国税庁ホームページでは、簡易課税制度に関する質疑応答事例も掲載していますので、ご
参照ください。

○　農林水産業の飲食料品の譲渡に係る事業のみなし仕入れ率
　簡易課税制度における「農業・林業・漁業」のうち「飲食料品の譲渡」に係る事業区分は、
第二種事業（みなし仕入率80％）に該当します。
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設　例

　この「書き方」では、取引内容が次のとおりである12月決算法人を例に記載方法を説明します。

　霞商会株式会社の当課税期間（令和４年１月１日～令和４年12月31日）の課税売上高等の状

況は、次のとおりです。

　なお、旧税率（3％、4％又は6.3％）が適用された取引はありません。

　また、売上げを適用税率ごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の計算の

特例（注１）は適用していません。

項　　　目 課税期間の
合計金額

うち税率6.24％
適用分

うち税率7.8％
適用分

１　売上高 円 円 円

　⑴　課税売上高（税込み） 30,708,000 19,192,000 11,516,000

うち第二種事業 26,904,000 19,192,000 7,712,000

うち第四種事業 3,804,000 - 3,804,000

　⑵　免税売上高 1,100,000 - -

　⑶　非課税売上高 - - -

２　売上対価の返還等の金額
（課税売上げに係るもの（税込み）） 2,006,000 1,250,000 756,000

うち第二種事業 1,706,000 1,250,000 456,000

うち第四種事業 300,000 - 300,000

３　貸倒処理した金額（税込み） 560,000 - 560,000

（注１）　売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者（基準期間における課税売上高が5,000

万円以下の事業者）に対しては、売上税額の計算の特例が設けられています。詳しくは、４ペー

ジ又は国税庁ホームページをご覧ください。

（注２）　金額の計算過程において生じた１円未満の端数については、その都度切り捨てます。
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Ⅱ 課税標準額及び消費税額等の計算（付表4-3①～③及び⑤欄の作成）

■１　「課税資産の譲渡等の対価の額①－１」欄

　課税売上高（税込み）に� 100108 ���又は�
100
110

��を掛けて課税資産の譲渡等の対価の額
を計算します。

税率6.24％適用分Ａ

19,192,000円（課税売上高（税込み））× 100 ＝�17,770,370円108

税率7.8％適用分Ｂ

11,516,000円（課税売上高（税込み））× 100 ＝�10,469,090円110
合計Ｃ

17,770,370円�＋�10,469,090円�＝�28,239,460円

（注）�　売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法により経理している場合は、減額
した後の金額を基に課税資産の譲渡等の対価の額を計算します。

■２　「課税標準額①」欄

　■１で算出した課税資産の譲渡等の対価の額の千円未満の端数を切り捨てた金額を記
載します。

税率6.24％適用分Ａ

17,770,370円　⇒　17,770,000円（千円未満切捨て）
税率7.8％適用分Ｂ

10,469,090円　⇒　10,469,000円（千円未満切捨て）
合計Ｃ

17,770,000円�＋�10,469,000円�＝�28,239,000円

■３　「消費税額②」欄

　■２で算出した課税標準額に6.24％又は7.8％を掛けて消費税額を計算します。

税率6.24％適用分Ａ

17,770,000円（課税標準額）×�6.24％�＝�1,108,848円
税率7.8％適用分Ｂ

10,469,000円（課税標準額）×�7.8％�＝�816,582円
合計Ｃ

1,108,848円�＋�816,582円�＝�1,925,430円
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■４　「貸倒回収に係る消費税額③」欄

　貸倒処理した課税売上げに係る債権を回収した場合に、その回収金額に含まれる消費税

額を記載します。

■５　「返還等対価に係る税額⑤」欄

課税売上げに係る対価の返還等がある場合に、その金額に含まれる税額を記載します。

税率6.24％適用分Ａ

1,250,000円（売上対価の返還等の金額（税込み））× 6.24 ＝�72,222円108
税率7.8％適用分Ｂ

756,000円（売上対価の返還等の金額（税込み））× 7.8 ＝�53,607円110
合計Ｃ

72,222円�＋�53,607円�＝�125,829円

（注）�　売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法により経理している場合は、この

欄に記載する必要はありません。



13

《消費税額等を明示して代金領収する場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》

①　税込価格を基礎として代金決済を行う場合

　代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に含まれる消費税及び地方消費税相

当額の１円未満の端数を税率の異なるごとに区分して処理した後の金額をそれぞれ明示し、

その端数処理後の消費税及び地方消費税相当額の累計額を基礎として課税標準額に対する消

費税額を計算する方法（消費税法施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第92号）

（以下「平成15年改正省令」といいます。）附則第２条第３項の方法）を適用する場合は、税

込価格を税率の異なるごとに区分して合計した金額からその消費税及び地方消費税相当額の

累計額をそれぞれ控除した残額（千円未満切捨て）が課税標準額となります。また、この場

合の消費税額は、領収書等に明示した消費税及び地方消費税相当額を税率の異なるごとに区

分した累計額に�62.480 ��又は�
78
100��を掛けて計算します。

②　税抜価格を基礎として代金決済を行う場合

　代金領収の都度、本体価格と消費税及び地方消費税相当額とを区分して領収し、その消費

税及び地方消費税相当額を税率の異なるごとに区分した累計額を基礎として課税標準額に対

する消費税額を計算する方法（平成15年改正省令附則第２条第２項の方法（旧消費税法施行

規則第22条第１項））を適用する場合は、本体価格を税率の異なるごとに区分して合計した金

額（千円未満切捨て）が課税標準額となります。また、この場合の消費税額は、本体価格と

区分して領収した消費税及び地方消費税相当額を税率の異なるごとに区分した累計額に�62.480 ��又

は� 78100��を掛けて計算します。

　総額表示義務の対象となる取引については、平成26年４月１日以後に行った課税資産

の譲渡等から旧消費税法施行規則第22条第１項の規定を適用することができます。
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Ⅲ 控除対象仕入税額等の計算（付表5-3の作成）

■１　控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

⑴　「課税標準額に対する消費税額①」欄

税率6.24％適用分Ａ
付表4-3の②Ａ欄の金額1,108,848円を記載します。
税率7.8％適用分Ｂ
付表4-3の②Ｂ欄の金額816,582円を記載します。
合計Ｃ
付表4-3の②Ｃ欄の金額1,925,430円を記載します。

⑵　「貸倒回収に係る消費税額②」欄

付表4-3の③欄の金額を記載します。

⑶　「売上対価の返還等に係る消費税額③」欄

税率6.24％適用分Ａ
付表4-3の⑤Ａ欄の金額72,222円を記載します。
税率7.8％適用分Ｂ
付表4-3の⑤Ｂ欄の金額53,607円を記載します。
合計Ｃ
付表4-3の⑤Ｃ欄の金額125,829円を記載します。

⑷　「控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額④」欄

表示の計算式（�①＋②－③�）により計算した金額を記載します。

税率6.24％適用分Ａ
1,108,848円�－�72,222円�＝�1,036,626円
税率7.8％適用分Ｂ
816,582円�－�53,607円�＝�762,975円
合計Ｃ
1,036,626円�＋�762,975円�＝�1,799,601円

■２　１種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額

　事業区分が１種類のみである場合には、「控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税
額④」欄の金額に、該当するみなし仕入率を掛けて計算します。
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■３　２種類以上の事業を営む事業者の場合の控除対象仕入税額

⑴　「事業区分別の課税売上高（税抜き）の明細⑥～⑫」欄

第一種事業から第六種事業に区分して計算します。

イ　「事業区分別の合計額⑥」欄

税率6.24％適用分Ａ

19,192,000円�× 100 －�1,250,000円�× 100 ＝�16,612,963円108 108
税率7.8％適用分Ｂ

11,516,000円�× 100 －�756,000円�× 100 ＝�9,781,818円110 110
合計Ｃ
16,612,963円�＋�9,781,818円�＝�26,394,781円

ロ　「第二種事業⑧」欄

税率6.24％適用分Ａ

19,192,000円�× 100 －�1,250,000円�× 100 ＝�16,612,963円108 108
税率7.8％適用分Ｂ

7,712,000円�× 100 －�456,000円�× 100 ＝�6,596,364円110 110
合計Ｃ
16,612,963円�＋�6,596,364円�＝�23,209,327円

（売上割合）＝
第二種事業の課税売上高

＝
23,209,327円

＝�87.931…％�≧�75％
課税売上高（合計額） 26,394,781円

ハ　「第四種事業⑩」欄

税率7.8％適用分Ｂ

3,804,000円�× 100 －�300,000円�× 100 ＝�3,185,454円110 110
合計Ｃ
3,185,454円

（売上割合）＝
第四種事業の課税売上高

＝
3,185,454円

＝�12.068…％�＜�75％
課税売上高（合計額） 26,394,781円

⑵　「⑴の事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細⑬～⑲」欄
第一種事業から第六種事業に区分して計算します。
イ　「第二種事業⑮」欄
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税率6.24％適用分Ａ

19,192,000円�× 6.24 －�1,250,000円�× 6.24 ＝�1,036,649円108 108
税率7.8％適用分Ｂ

7,712,000円�× 7.8 －�456,000円�× 7.8 ＝�514,516円110 110
合計Ｃ

1,036,649円�＋�514,516円�＝�1,551,165円

ロ　「第四種事業⑰」欄

税率7.8％適用分Ｂ

3,804,000円�× 7.8 －�300,000円�× 7.8 ＝�248,466円110 110
合計Ｃ
248,466円

ハ　「事業区分別の合計額⑬」欄

税率6.24％適用分Ａ

1,036,649円
税率7.8％適用分Ｂ

514,516円�＋�248,466円�＝�762,982円
合計Ｃ

1,036,649円�＋�762,982円�＝�1,799,631円

⑶　「控除対象仕入税額の計算式区分の明細⑳～㊲」欄

　「控除対象仕入税額の計算式区分の明細」欄における特例計算の判定及び控除対象
仕入税額の計算をし、「原則計算を適用する場合」又は「特例計算を適用する場合」の
該当する欄に計算結果を記載します。

イ　「原則計算を適用する場合⑳」欄

税率6.24％適用分Ａ

1,036,626円�× 1,036,649円�×�80%�＋�0円�×�60% ＝�829,300円1,036,649円
税率7.8％適用分Ｂ

762,975円�× 514,516円�×�80%�＋�248,466円�×�60% ＝�560,685円762,982円
合計Ｃ

829,300円�＋�560,685円�＝�1,389,985円
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税率6.24％適用分Ａ

19,192,000円�× 6.24 －�1,250,000円�× 6.24 ＝�1,036,649円108 108
税率7.8％適用分Ｂ

7,712,000円�× 7.8 －�456,000円�× 7.8 ＝�514,516円110 110
合計Ｃ

1,036,649円�＋�514,516円�＝�1,551,165円

ロ　「第四種事業⑰」欄

税率7.8％適用分Ｂ

3,804,000円�× 7.8 －�300,000円�× 7.8 ＝�248,466円110 110
合計Ｃ
248,466円

ハ　「事業区分別の合計額⑬」欄

税率6.24％適用分Ａ

1,036,649円
税率7.8％適用分Ｂ

514,516円�＋�248,466円�＝�762,982円
合計Ｃ

1,036,649円�＋�762,982円�＝�1,799,631円

⑶　「控除対象仕入税額の計算式区分の明細⑳～㊲」欄

　「控除対象仕入税額の計算式区分の明細」欄における特例計算の判定及び控除対象
仕入税額の計算をし、「原則計算を適用する場合」又は「特例計算を適用する場合」の
該当する欄に計算結果を記載します。

イ　「原則計算を適用する場合⑳」欄

税率6.24％適用分Ａ

1,036,626円�× 1,036,649円�×�80%�＋�0円�×�60% ＝�829,300円1,036,649円
税率7.8％適用分Ｂ

762,975円�× 514,516円�×�80%�＋�248,466円�×�60% ＝�560,685円762,982円
合計Ｃ

829,300円�＋�560,685円�＝�1,389,985円

ロ　「特例計算を適用する場合」の「１種類の事業で75％以上㉑」欄

　設例の場合、第二種事業の課税売上高が全体の課税売上高の75％以上を占め
ますから、控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額の全体について、第
二種事業に係るみなし仕入率（80％）を適用することができます。

税率6.24％適用分Ａ

1,036,626円�×�80％�＝�829,300円
税率7.8％適用分Ｂ

762,975円�×�80％�＝�610,380円
合計Ｃ

829,300円�＋�610,380円�＝�1,439,680円

ハ�　「特例計算を適用する場合」の「２種類の事業で75％以上・第二種事業及び

第四種事業㉘」欄

税率6.24％適用分Ａ

1,036,626円�× 1,036,649円�×�80％�＋（1,036,649円�－�1,036,649円）×�60％ ＝�829,300円1,036,649円
税率7.8％適用分Ｂ

762,975円�×� 514,516円�×�80％�＋（762,982円�－�514,516円）×�60％ ＝�560,685円762,982円
合計Ｃ
829,300円�＋�560,685円�＝�1,389,985円

ニ　「上記の計算式区分から選択した控除対象仕入税額㊲」欄

　上記イからハのいずれかから選択した金額を記載します。

　設例の場合にはロを選択します。

税率6.24％適用分Ａ
829,300円
税率7.8％適用分Ｂ
610,380円
合計Ｃ
1,439,680円

（注）　適用税率ごとに異なる計算方法を選択することはできません。
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Ⅳ 納付（還付）税額の計算（付表4-3④及び⑥～⑬欄の作成）

■１　「控除対象仕入税額④」欄

税率6.24％適用分Ａ

付表5-3の㊲Ａ欄の金額829,300円を記載します。
税率7.8％適用分Ｂ

付表5-3の㊲Ｂ欄の金額610,380円を記載します。
合計Ｃ

付表5-3の㊲Ｃ欄の金額1,439,680円を記載します。

■２　「貸倒れに係る税額⑥」欄

　課税売上げに係る売掛金等のうち、貸倒れとなったものがある場合には、その貸倒れに係る
税額を計算します。

税率7.8％適用分Ｂ及び合計Ｃ

560,000円�× 7.8 ＝�39,709円110

■３　「控除税額小計⑦」欄

税率6.24％適用分Ａ

829,300円�＋�72,222円�＝�901,522円
税率7.8％適用分Ｂ

610,380円�＋�53,607円�＋�39,709円�＝�703,696円
合計Ｃ

901,522円�＋�703,696円�＝�1,605,218円

■４　「差引税額⑨」欄

　表示の計算式（�②＋③ー⑦�）により計算した金額の百円未満の端数を切り捨てた金額を記

載します。

1,925,430円�－�1,605,218円�＝�320,212円

320,212円　⇒　320,200円（百円未満切捨て）

■５　「地方消費税の課税標準となる消費税額・差引税額⑪」欄

⑨欄の金額320,200円を記載します。

■６　「譲渡割額・納税額⑬」欄

⑪欄の金額に 22 を掛けた金額の百円未満の端数を切り捨てた金額を記載します。78

320,200円�× 22 ＝�90,312円78
90,312円　⇒　90,300円（百円未満切捨て）
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Ⅴ 消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）第二表の作成　

　付表4-3及び付表5-3の作成が終わりましたら、付表4-3から次のとおり申告書第二表に必要な事項を転
記します。

申告書第二表の記載項目 転 記 元 項 目

課 税 標 準 額 ① 付表 4-3 ①Ｃ欄の金額

課税資産の譲
渡等の対価の
額の合計額

6.24％適用分 ⑤ 付表 4-3 ①－１Ａ欄の金額

7.8％適用分 ⑥ 付表 4-3 ①－１Ｂ欄の金額

⑦ 付表 4-3 ①－１Ｃ欄の金額

消 費 税 額 ⑪ 付表 4-3 ②Ｃ欄の金額

⑪の内訳
6.24％適用分 ⑮ 付表 4-3 ②Ａ欄の金額

7.8％適用分 ⑯ 付表 4-3 ②Ｂ欄の金額

返 還 等 対 価 に 係 る 税 額 ⑰ 付表 4-3 ⑤Ｃ欄の金額

売上げの返還等対価に係る税額 ⑱ 付表 4-3 ⑤Ｃ欄の金額

地方消費税の
課税標準とな
る消費税額

⑳ 付表 4-3 ⑪欄（プラスの場合）
又は⑩欄（マイナスの場合）の金額

6.24％及び 7.8％適用分 ㉓ 付表 4-3 ⑪欄（プラスの場合）
又は⑩欄（マイナスの場合）の金額

Ⅵ 消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）第一表の作成

■１　「この申告書による消費税の税額の計算」欄の記載
　申告書第二表の作成が終わりましたら、申告書第二表及び付表4-3、5-3から次のとおり申告書第一
表に必要な事項を転記します。

申告書第一表の記載項目 転 記 元 項 目

課 税 標 準 額 ① 申告書第二表①欄の金額

消 費 税 額 ② 申告書第二表⑪欄の金額

貸 倒 回 収 に 係 る 消 費 税 額 ③ 付表 4-3 ③Ｃ欄の金額

控
除
税
額

控 除 対 象 仕 入 税 額 ④ 付表 4-3 ④Ｃ欄の金額

返 還 等 対 価 に 係 る 税 額 ⑤ 申告書第二表⑰欄の金額

貸 倒 れ に 係 る 税 額 ⑥ 付表 4-3 ⑥Ｃ欄の金額

控 除 税 額 小 計 ⑦ 付表 4-3 ⑦Ｃ欄の金額

控 除 不 足 還 付 税 額 ⑧ 付表 4-3 ⑧欄の金額

差 引 税 額 ⑨ 付表 4-3 ⑨欄の金額

参考事項の「事業区分」欄（千円未満四捨五入） 付表 5-3 ⑦～⑫Ｃ欄の金額等
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⑴　「中間納付税額⑩」欄
中間申告した税額がある場合に、その金額の合計額を記載します。
（注１）　当該課税期間における中間申告書の「納付すべき消費税額」欄の金額を記載します。なお、中間申告が

３月ごと・１月ごとである場合には、各中間申告書の「納付すべき消費税額」欄の金額の合計額を記載し
ます。

（注２）　税務署から送付した申告書は、中間納付税額がある場合、その金額が印字されています。ただし、１月
ごとの中間申告を行った場合、中間納付税額は印字されません。

（注３）　納付した税額ではなく、申告した税額を記載して下さい。

⑵　「納付税額⑪」欄又は「中間納付還付税額⑫」欄
　表示の計算式（（�⑨－⑩�）又は（�⑩－⑨�））により納付税額又は中間納付還付税額を計算します。
⑶　「この課税期間の課税売上高⑮」欄
　課税売上高（税抜き）から、課税売上げに係る対価の返還等の金額（税抜き）を控除し、免税売
上高を加算した金額を記載します。

（19,192,000円�× 100 ＋�11,516,000円�× 100 ）－（1,250,000円�× 100 ＋�756,000円�× 100 ）＋�1,100,000円108 110 108 110
＝�27,494,781円

⑷　「基準期間の課税売上高⑯」欄
　この申告に係る課税期間の基準期間（前々事業年度）における課税売上高（税抜き）から課税売
上げに係る対価の返還等の金額（税抜き）を控除し、免税売上高を加算した金額を記載します。

■２　「この申告書による地方消費税の税額の計算」欄の記載
　付表4-3から次のとおり申告書第一表に必要な事項を転記します。

申告書第一表の記載項目 転 記 元 項 目

地方消費税の課税標
準となる消費税額

控 除 不 足 還 付 税 ⑰ 付表 4-3 ⑩欄の金額

差 引 税 額 ⑱ 付表 4-3 ⑪欄の金額

譲渡割額
還 付 額 ⑲ 付表 4-3 ⑫欄の金額

納 税 額 ⑳ 付表 4-3 ⑬欄の金額

⑴　「中間納付譲渡割額㉑」欄
中間申告した譲渡割額がある場合に、その金額の合計額を記載します。
（注１）　当該課税期間における中間申告書の「納付すべき地方消費税額」欄の金額を記載します。なお、中間申

告が３月ごと・１月ごとである場合には、各中間申告書の「納付すべき地方消費税額」欄の金額の合計額
を記載します。

（注２）　税務署から送付した申告書の「中間納付税額⑩」欄に中間納付税額が印字されている場合は、この欄も
印字されています。ただし、１月ごとの中間申告を行った場合、中間納付譲渡割額は印字されません。

（注３）　納付した税額ではなく、申告した税額を記載して下さい。

⑵　「納付譲渡割額㉒」欄又は「中間納付還付譲渡割額㉓」欄
　表示の計算式（（�⑳－㉑�）又は（�㉑－⑳�））により納付譲渡割額又は中間納付還付譲渡割額を計
算します。

■３　「消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額㉖」欄の記載
　（�⑪＋㉒�）－（�⑧＋⑫＋⑲＋㉓�）の計算式で計算した金額を記載します（還付となる場合はマイ
ナス「－」を付けて記載します。「△」は記載しないでください。）。
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Ⅶ その他の項目の記載

■１　申告書第一表及び第二表の「納税地」欄等の記載
⑴　「納税地」欄には、本店又は主たる事務所の所在地を記載します。
　ただし、本店又は主たる事務所の所在地以外の事業所や事務所の所在地を所轄する税務署
に申告する法人は、事務所等の所在地を記載し、その下に本店等の所在地をかっこ書で記載
します。
⑵　「法人名」欄には、法人の名称を記載します。
　なお、合併法人が被合併法人の最終事業年度の申告をする場合は、被合併法人名を合併法
人名の下にかっこ書で記載します。
⑶　「法人番号」欄には、国税庁長官から通知を受けた13桁の法人番号を記載します。
⑷　「※税務署処理欄」は、記載しないでください。

⑸�　「自 平成
令和 　年　月　日至令和　年　月　日」欄には、申告しようとする課税期間を記載し

ます。�
　なお、仮決算による中間申告の場合は、「中間申告の場合の対象期間」欄に中間申告の対象
期間の初日及び末日を併せて記載します。
（注）　元号欄について、「平成」又は「令和」を○印で囲んでください。なお、○印で囲んでいない場合でも、有

効な申告書として取り扱います。
⑹�　「課税期間分の消費税及び地方消費税の（　　）申告書」欄の（　　）には「確定」と記
載します。
　なお、仮決算による中間申告の場合は「中間」と記載します。

■２　申告書第一表の「付記事項」欄等の記載
⑴　「付記事項」欄及び「参考事項」欄には、それぞれに掲げる項目の該当する箇所に○印を
付してください。
　「課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用」欄には、その売上げの一部について
課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置（平成15年改正省令附則第２条）を適
用する売上げがある場合に「有」欄に○印を付してください（13ページ点線枠内参照）。
⑵　還付を受けようとする金融機関等」欄には、「消費税及び地方消費税の合計（納付又は還
付）」税額㉖」欄がマイナスとなる場合に、還付を受けようとする金融機関等を次により記
載してください。
イ　銀行等の預金口座の場合
　　金融機関名、本支店名、預金種類及び口座番号を記載してください。
ロ　ゆうちょ銀行の貯金口座の場合
　　貯金総合通帳の記号番号のみを記載してください。
※�ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取りを希望する場合には、受取りを希望する郵便局名等を記載
してください。

⑶　「税理士法第30条の書面提出有」欄及び「税理士法第33条の２の書面提出有」欄は、当該

書面を提出する場合に該当する箇所に○印を付してください。
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■３　申告書第二表の「改正法附則による税額の特例計算」欄の記載

　「改正法附則による税額の特例計算」欄には、売上げを税率の異なるごとに区分して合計す

ることが困難な中小事業者が、軽減売上割合（ 10営業日）の特例（所得税法等の一部を改正す

る法律（平成28年法律第15号）附則第38条第１項）を適用する場合、「軽減売上割合（10営業日）」

欄に○印を付してください。

※　簡易課税制度を適用する場合、小売等軽減仕入割合（附則第38条第2項）の適用はできま

せん。

〇　「申告等書用紙」の送付取りやめについて
　令和５年４月送付分（令和５年３月決算分）までは、前年の確定申告を書面で行った法人（税
理士関与法人を除く。）のうち、消費税等確定申告書の翌年以降送付不要欄に「○」を記載してい
ない法人に、消費税等確定申告書の「申告書等用紙」※を送付しておりましたが、令和５年５月送
付分（令和５年４月決算分）からは、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、「申告
書等用紙」の送付に代えて、確定申告書提出期限や提出部数及び中間申告額などを記載した「申
告のお知らせ」を送付します（消費税中間申告書については、従来のとおり送付します。）。
　「申告書等用紙」につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせいただいた場合であっても、
送付の対応は出来かねますので、確定申告書の提出に際しましては、インターネットを利用して
申告を行うことができるe-Taxをご利用いただきますようお願いします。
　なお、書面の「申告書等用紙」を必要とされる法人の方は、国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）に各種様式を掲載していますので、そちらを出力してご利用いただきますようお
願いします。
《掲載先》�　「国税庁ホームページ」→「税の情報・手続・用紙」→「申告手続・用紙」� �

→「申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）」→「確定申告等情報」� �
→「消費税・地方消費税」

※　「申告書等用紙」とは、申告書、付表及び消費税の還付申告に関する明細をいいます。

　　「ＯＣＲ入力用」の確定申告書は、機械で読み取りますので、数字を記入する際には、黒のボールペンで

指定のマス目の中にていねいに記入してください。

○　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）が導入されました。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホー
ムページをご覧ください。
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